
 

 

LEGAL UPDATE 

䐶䐴䐶䐹年䐻月䐶䐼日 

日本の「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関

する法律」の主たる内容及び示唆点 

I. 背景 

日本は䐶䐴䐶䐹年䐺月䐸日、人工知能（Artificial Intelligence）の研究・開発を推進し、発展す

る技術に対応できる政策を設けるために「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に

関する法律（以下「法」又は「AI促進法」という）を制定しました。 

AI促進法には、国の人工知能政策の推進のための基本理念や主要政策の内容が盛り込まれ

ており、その推進のために人工知能戦略本部の設立と基本計画の策定を規定しています。

さらに、人工知能関係者の責務や、その関係者の協力を通じて政策を講じて推進すること

が規定されています。 

以下では、AI促進法の主たる内容と示唆点について説明します。 

 

II. AI促進法の主要内容 

1. 総則（法第䐵条から第䐵䐴条）：政府の人工知能政策及び関係者の責務 

AI促進法は、法の目的は人工知能関連技術の開発・活用に関する施策を設け、国民の生

活・経済の発展に資することにあるとし（法第䐵条）、国が人工知能関連技術の研究開発

及び活用を推進するために必要な措置を講ずるものとしています（法第䐵䐴条）。 

AI促進法は、国が進める政策の基本理念として、（ⅰ）人工知能の研究・開発力量の維持

及び関連産業の国際競争力の向上と、（ⅱ）人工知能が国民生活に及ぼす影響を考慮し、

関連政策の透明性の確保などを掲げています（法第䐷条）。 

また、人工知能の開発及び活用における各段階の関係者が互いに密接に関わっていると指

摘し（法第䐷条第䐷項）、国は、国、地方公共団体、研究開発機関及び事業者が相互連携を

通じて協力できる政策を講ずるものとしています（法第䐽条）。このような観点から、AI

促進法は人工知能関係者の責務を規定していますが、以下はその詳細です（法第䐸条から

第䐼条）。 



 

 

 

国 

（法第䐸条） 
 基本理念に則って施策を総合的かつ体系的に策定・履行する 

地方公共団体 

（法第䐹条） 

 基本理念に則り、地方公共団体の区域の特性を活かした施策を自主的に策

定・履行する 

研究開発機関 

（法第䐺条） 

 研究開発機関は、人工知能関連技術の研究開発、その成果の普及、人材の育成、

国及び地方公共団体が実施する施策への協力に努める 

事業者 

（法第䐻条） 

 人工知能関連技術を活用した製品又はサービスを開発・提供しようとする者

又は人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者は、人工知能

関連技術の積極的な活用を通じて事業活動の効率化と高度化を向上し、新産

業の創出に努める 

国民 

（法第䐼条） 

 人工知能関連技術への理解と関心を深め、国や地方公共団体が実施する施策

に協力する 

 

2. 基本施策（法第䐵䐵条から䐵䐻条）：推進が求められる政策規定 

AI促進法は、国が人工知能関連技術を活用及び促進するために推進すべき政策を規定して

います（法第䐵䐵条～第䐵䐻条）。 

研究開発の 

推進等 

（法第䐵䐵条） 

 国は、人工知能の全段階（基礎研究から実用化まで）において必要な技術の

研究開発を行う政策を推進し、研究開発機関が研究開発の成果を移転できる

仕組みなどを整備する 

施設及び 

設備の整備 

（法第䐵䐶条） 

 国は、研究開発機関及び関連事業者が人工知能関連技術の研究開発及び活用

に必要な設備1を活用できるよう、関連施設及び設備を改善・共有できる政

策を講ずる 

適正性の確保

（法第䐵䐷条） 

 国は、適正な研究開発及び実施に向け、国際的な規範に即した指針の整備及

び施策を講ずる 

人材確保 

（法第䐵䐸条） 

 国は、様々な分野で専門的かつ幅広い知識を有する人材を確保・養成できる

政策を講ずる 

教育振興 

（法第䐵䐹条） 

 国は、人工知能関連技術に対する教育及び学習の振興、広報強化などのため

の政策を講ずる 

                                           
1 大規模な情報処理、情報通信及び電子記録等の保管等に関する施設・設備及びデータセットその他の知的基盤をいう。 



 

 

調査研究 

（法第䐵䐺条） 

 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用動向に関する情報を収集し、国

民の権利・利益を侵害する事案を分析し、代案を検討するなどの措置を講ず

る 

国際協力 

（法第䐵䐻条） 

 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力の推進及び国

際的な規範の策定に積極的に参画する 

3. 人工知能基本計画（法第䐵䐼条）：細部推進計画の策定 

AI促進法は、国が基本理念（法第䐷条）と基本施策（法第䐵䐵条～第䐵䐻条）に則り、必要な

事項を推進できる「人工知能基本計画」を定めるものとしています（法第䐵䐼条第䐵項）。

この人工知能基本計画には、（ⅰ）人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する

施策の基本方針、（ⅱ）人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に政府が総合的かつ

計画的に構ずべき施策、及び（ⅲ）その他必要な事項が盛り込まれなければなりません

（法第䐵䐼条第䐶項）。 

4. 人工知能戦略本部（法第䐵䐽条から第䐶䐼条）：政策推進機構の設立 

AI促進法は「人工知能戦略本部」を設立し、前述の政策の総合的かつ計画的な推進を担当

することを規定しています（法第䐵䐽条）。人工知能戦略本部は、（ⅰ）人工知能基本計画

案の作成及び実施の推進に関する事務、及び（ⅱ）その他の重要事項の企画、立案及び総

合調整に関する事務を担当します（法第䐶䐴条）。 

 

III. 示唆点 

AI促進法は、人工知能関連規制の基礎を築くために制定されましたが、規制強化の代

わりに人工知能に関連する革新の促進に係るリスク対応に焦点が当てられています。

これは、全世界的に人工知能関連技術をめぐって競争が激しくなっており、これに係

る政策などが整備されなければ技術競争で遅れを取りかねないという懸念を考慮した

ものと理解されます。 

欧州の人工知能法（EU AI Act）は、人工知能をリスクの水準に応じて分類し、それに応

じた一定の義務を事業者にを課し、これに違反すれば最大䐷,䐹䐴䐴万ユーロと全世界の売上

高の䐻%のいずれか高い金額の課徴金に処し、韓国の「人工知能発展と信頼基盤造成等に

関する基本法（以下、「人工知能基本法」という）」が一定の義務に違反すれば過料に処

するとしていることとは異なり、AI促進法は人工知能関連事業者の責務のみを規定し、別

途の制裁を規定していません。 



 

 

日本がAI促進法に基づいて人工知能戦略本部を設置し、人工知能基本計画を策定すれば、

人工知能関連の多様なルールを開発し、日本の競争力を高めるための措置を講じる上で良

い条件が整えられるものと予想されます。しかし、このような形のAI促進法が日本の人工

知能産業及び社会発展に前向きな影響を及ぼすかどうかは、今後見守っていく必要があり

ます。 
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